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活動実績報告書 
 
 林野庁長官 殿 
                                              令和６年５月９日 

 

登録番号    20230615    

 
  氏  名     北川 聖司           
 

森林総合監理士登録・公開の運用について（平成26年４月１日付け25林整研第268

号林野庁長官通知）第３の２の規定に基づき下記の期間における活動実績を報告しま

す。 
 
 令和３年４月 ～    令和 6 年1 月 
                    
   （活動の内容） 
テーマ：上田市上室賀地域における中長期的な森林整備計画の検討会 

（森林の現況を踏まえてゾーニングをしてみよう） 
 

① 森林総合監理士の活動に関連していると考えられる業務の概要 
（1） 施業提案者からの一方的な提案ではなく、森林所有者と、樹種構成などの情報を 

共有したうえで、中長期的な森林整備計画を立てるための意見交換の場となった。 
（2） 所有林を対象に主伐・再造林等の森林整備の提案と、関係者自らが計画を検討する 

うえで必要となる現況情報やゾーニングの考え方などを共有する場。 
 
② 当該業務を挙げた理由 
（1） 森林総合監理士の役割である「構想の作成」「合意形成」「構想の実現」の実行に 

向けて、地域に入り、一緒に考えることが出来た事例だったから。 
（2） 森づくりの原理・原則や制度をある程度理解している立場から情報や素案を示し、 

それを踏まえて関係者らがどう考えていくか、地域にはどんな資源があるかを知る
ことで、森林・林業に関心を持ってもらうことが出来た取組みだったから。 

 
③ 当該業務における、あなたの立場と役割 
立場：上田市上室賀財産区から森林経営委託を受けている組織の森林施業プランナー 
役割：担当地域の森林所有者への事業提案・情報発信・施業集約化 
 
④ 当該業務における、具体的な連携者及びその者との関係 
（1）上田市上室賀財産区 
     当該地域で一番多くの森林を有している団体。（上室賀地域の山林の約52％を保有） 
     当組合の組合員であり、森林経営委託を締結している。 
（2）上田市上室賀自治会 自治会長・林務委員・山林委員 
     当該地域の住民代表、日々の事業実施に理解・協力をいただいている。 
 
⑤ 当該業務を進める上での課題及び問題点 
（1）地域住民の世代交代による山林状況等の認識格差 
     40～70代と幅広い年代が参加したため、山林や路網状況等の森林整備計画の作成や 

ゾーニングをしていくうえでの前提条件の認識に大きな差があった。 
参加者と事前に山見をしておくことで、イメージがし易かったと考える。 

（2）同様の説明会の展開方法の検討 
     まずは大面積の所有者を中心に考えたが、地域全体にこの活動を広げるにあたり、 

開催方法等のブラッシュアップが必要 
（3）当該説明会で検討した内容の継続的な実現を確保する体制づくり 
     計画作成のプロセスや打ち合わせ記録の整理をしっかり行うこと。 
     それを関係者と共有しておく必要がある。 
 



⑥ 当該業務において、あなたが行った森林総合監理士の視点からの活動 
（1）林業の現状、ゾーニングの考え方の基本をまとめた資料の作成・説明 
     経済性・安全性の観点からその場所にあったゾーニング方法の一例を示した。 
（2）「構想の作成」に必要な現況把握のための資料作成・説明 
      構想を練るための現況情報の提供（樹種・林齢構成、森林計画図）、説明。 
（3）「合意形成」のための丁寧な説明 
      地域のニーズに応えられる補助制度はあるか、木材価格の動向など構想を練って 

いくうえで抑えておきたい情報を丁寧な説明を心掛けた。 
 
⑦ ⑥の活動による成果と改善点（または期待する効果） 
〇成果 
（1）森林所有者や地域住民とともに中長期的な森林整備計画を作成することが出来た。 
     収穫期を迎えたカラマツやスギの主伐計画を 5 年先まで立てることができ、付随する

再造林保育計画も含めて概ね10年分の森林整備計画の目途が立った。 
（2）ゾーニングと森林整備の優先順位付けをすることが出来た。 
     配布資料を基に、参加者が対話をはじめ、私はその記録を取りつつ、質問があれば 

答える形をとり、最終的にゾーニングと施業の優先順位付けをすることが出来た。 
結果を踏まえ、森林経営計画を適宜変更しながら、実行に向け体制を整えていきたい。 

（3）森林所有者や地域住民の森林・林業への関心が高まった 
    「こんなプロセスで計画を立てるのか！」「こんなところに林道があったのか」 

「私個人の山も整備してほしい」「主伐を考える基準は？」など、様々な気づき、 
前向きな提案や疑問が挙がったため、森林整備への関心・理解が明らかに高まった。 

 
●改善点 
（1）よりイメージし易い資料を作る 
     スマート林業技術も積極的に活用し、より良い資料作成に向け技術を身に着けたい。 
（2）より多様な森林整備計画の提案 
     主伐・再造林がメインの提案となったが、地域には多様な樹種があり、活用方法に 

も様々な可能性がある為、より創造的な提案に向け知識と経験を積んでいきたい。 
（3）現地確認も併せて行う 
     話題に上がった森林を実際に見て、イメージを具体化・共有していきたい。 
     （説明会の前後半で、現地確認と会議室での意見交換をセットで企画。） 
 



 
【利用目的】 

私は活動実績報告書（以下「報告書」という。）に記載し提出する個人情報について、以下に規定されている利

用目的について確認し、同意します。 
 

  ←同意した場合は✓を記入して下さい。 
 

１ 報告書は、林野庁ホームページに公開し、森林総合監理士の活動実績を紹介するために利用するものとする。 

２ １のうち、市町村及び地域の林業関係者への典型的な技術的支援の事例については、事例紹介の資料として公

開するために利用するものとする。 

 

【注意事項】 

１ 活動実績は、直近の過去３年間に、森林総合監理士としての活動に関連していると考えられる、又は森林総合

監理士として取り組んだ具体的な活動内容を記載してください。 

２ 報告書は、Ａ４としてください。 
３ この報告書は、林野庁ホームページに掲載しますので、見やすさ読みやすさ、個人の特定等、公開に差し障り

のある表現にもご配慮ください。 

４ 利用目的に☑が記されていない届出書については無効とし、廃棄します。


